
① 従業員の母国から肉製品が郵送されることがないよう
注意喚起をお願いします。

② 従業員が受け取っている国際郵便物等の中に肉製品が
含まれている疑いがあった場合は、最寄りの動物検疫
所に連絡してください。

下北地域県民局地域農林水産部 むつ家畜保健衛生所
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土日祝日の場合は、 家保携帯 ０９０－５８４１－６８１０

お土産や個人消費用であっても、検査証明書のない肉製品
などの持込はできません（郵便による持込を含む）。

本年8月３１日、フィリピンのマニラ空港から羽田空港に到着し

た旅客により持ち込まれた豚肉製品（ソーセージ） からアフリカ

豚熱ウイルスの遺伝子が確認されました。（89例目）

さらに、このソーセージからウイルス分離検査を行ったところ、

感染性のあるアフリカ豚熱ウイルスが確認されました。

海外から持ち込まれた肉製品から感染性のあるアフリカ豚熱

ウイルスが分離されたのは昨年1月以来、3例目となります。

技能実習生等、外国人の従業員を受け入れている場合は・・・

海外から肉製品が持ち込まれることで、アフリカ豚熱や

口蹄疫など、世界各地で発生している家畜の伝染病が、

肉製品を介して日本へ侵入する可能性があります！

動物検疫所 函館空港出張所
電話：022-383-2302 FAX:022-382-5805

家畜衛生情報 No.１０

令和２年１０月３０日




